
議
案
第
五
十
九
号 

 
宇
部
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一 

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

別
表
中
「
一
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一

二
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
九
〇
〇

円
」
を
「
一
二
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、

九
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
宇
部
市
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行

の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。 

「
説
明
」 

 

国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
九

号
）
の
一
部
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
投
票
管
理
者
等
の
報
酬
の
額
を
改
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

別
表
（
第
二
条
、
第
六
条
関
係
） 

 

区 
 
 
 
 
 

分 

報 
 
 
 
 

酬 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

投
票
所
の
投
票
管
理

者 

日
額
一
二
、
八
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

期
日
前
投
票
所
の
投

票
管
理
者 

日
額
一
一
、
三
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

選
挙
長 

日
額 

一
〇
、
八

〇
〇
円 

 
 

 

 

開
票
管
理
者 

 
 

 

 

投
票
所
の
投
票
立
会

人 

日
額
一
〇
、
九
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

期
日
前
投
票
所
の
投

票
立
会
人 

日
額
九
、
六
〇
〇

円 

を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

指
定
病
院
等
に
お
け

る
不
在
者
投
票
の
外

部
立
会
人 

日
額
一
〇
、
九
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

選
挙
立
会
人 

日
額 

八
、
九
〇

〇
円 

 

 
 

 

 

開
票
立
会
人 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

別
表
（
第
二
条
、
第
六
条
関
係
） 

 

区 
 
 
 
 
 

分 

報 
 
 
 
 

酬 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

投
票
所
の
投
票
管
理

者 

日
額
一
四
、
五
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

期
日
前
投
票
所
の
投

票
管
理
者 

日
額
一
二
、
八
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

選
挙
長 

日
額 

一
二
、
二

〇
〇
円 

 
 

 

 

開
票
管
理
者 

 
 

 

 

投
票
所
の
投
票
立
会

人 

日
額
一
二
、
四
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

期
日
前
投
票
所
の
投

票
立
会
人 

日
額
一
〇
、
九
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

指
定
病
院
等
に
お
け

る
不
在
者
投
票
の
外

部
立
会
人 

日
額
一
二
、
四
〇

〇
円
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て

、
任
命
権
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て

定
め
る
額 

 
 

 

 

選
挙
立
会
人 

日
額 

一
〇
、
一

〇
〇
円 

 
 

 

 

開
票
立
会
人 
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議
案
第
五
十
二
号 

 
宇
部
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
制
定
の
件 

 

宇
部
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

   
 

 

宇
部
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
市
の
機
関
等
に
係
る
手
続
等
に
関
し
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
手
続
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
等
に
係
る
関
係

者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
生
活
の

向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

条
例
等 

市
の
条
例
及
び
規
則
等
並
び
に
山
口
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
に
よ
り
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
つ
い

て
規
定
す
る
山
口
県
の
条
例
及
び
執
行
機
関
の
規
則
を
い
う
。 

二 

規
則
等 

市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
定
め
る
規
則
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
規
程
を
含
む
。
）
、
議
会
の
規

程
及
び
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る

企
業
管
理
規
程
を
い
う
。 

三 

市
の
機
関
等 

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 

イ 

市
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
そ
の
他
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
市
に
置
か
れ
る
機
関
又
は
こ

れ
ら
に
置
か
れ
る
機
関 

 

ロ 

イ
に
掲
げ
る
機
関
の
職
員
で
あ
っ
て
法
令
又
は
条
例
等
に
よ
り
独
立
し
て
権
限
を
行
使

す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
職
員 

 

ハ 

市
の
公
の
施
設
を
管
理
す
る
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。)

 

四 

書
面
等 

書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

3



形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
を
い
う
。 

五 
署
名
等 

署
名
、
記
名
、
自
署
、
連
署
、
押
印
そ
の
他
氏
名
又
は
名
称
を
書
面
等
に
記
載

す
る
こ
と
を
い
う
。 

六 

電
磁
的
記
録 

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に

供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。 

七 

申
請
等 

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
市
の
機
関
等
に
対
し
て
行
わ

れ
る
通
知
を
い
う
。 

八 

処
分
通
知
等 

処
分
（
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。
）

の
通
知
そ
の
他
の
条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
市
の
機
関
等
が
行
う
通
知
（
不
特
定
の
者
に
対

し
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

九 

縦
覧
等 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
市
の
機
関
等
が
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ

れ
て
い
る
事
項
を
縦
覧
又
は
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。 

十 

作
成
等 

条
例
等
の
規
定
に
基
づ
き
市
の
機
関
等
が
書
面
等
又
は
電
磁
的
記
録
を
作
成
し
、

又
は
保
存
す
る
こ
と
を
い
う
。 

十
一 

手
続
等 

申
請
等
、
処
分
通
知
等
、
縦
覧
等
又
は
作
成
等
を
い
う
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
） 

第
三
条 

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り

行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織

（
市
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の

手
続
等
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
に
つ
い
て
は
、
当

該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し

て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
申
請
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
等
は
、
当
該
申
請

等
を
受
け
る
市
の
機
関
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が

さ
れ
た
時
に
当
該
市
の
機
関
等
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場

合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

4



番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定

す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
利
用
そ
の
他
の
氏
名
又
は
名

称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

申
請
等
の
う
ち
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
手
数
料
そ
の
他
の
収

入
金
の
納
付
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
収
入
金
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方

法
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

申
請
等
を
す
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
申
請

等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合
そ
の
他
の

当
該
申
請
等
の
う
ち
に
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
場
合
に

は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
請
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、

前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
行
わ
れ
た
申
請
等
」
と
あ

る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
申
請
等
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
処
分
通
知
等
） 

第
四
条 

処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面

等
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
そ
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例

等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
則
等
で
定
め
る
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
処
分
通
知
等
を
受

け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
規
則
等
で
定
め
る

方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。 

２ 

前
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
に
つ
い
て
は
、

当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
は
、
当
該

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が

さ
れ
た
時
に
当
該
処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
処
分
通
知
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を

す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名

又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が

で
き
る
。 
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５ 

処
分
通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、

処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
場
合

そ
の
他
の
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
に
第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と
し
て
規
則
等
で

定
め
る
場
合
に
は
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
処
分
通
知
等
の
う
ち
当
該
部
分

以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
行

わ
れ
た
処
分
通
知
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
処
分
通
知
等
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
前

項
の
規
定
を
適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
） 

第
五
条 

縦
覧
等
の
う
ち
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
申
請
等
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
に
係
る

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

２ 

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
書
類
に
よ
り
行
わ
れ
た
縦
覧
等
に
つ
い

て
は
、
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の
当
該
縦
覧
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
六
条 

作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
書
面
等
に
よ
り

行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規

則
等
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
書
面
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の

条
例
等
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
条
例
等
そ
の
他
の

当
該
作
成
等
に
関
す
る
条
例
等
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

作
成
等
の
う
ち
当
該
作
成
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
署
名
等
を
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に

つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で

あ
っ
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
適
用
除
外
） 

第
七
条 

次
に
掲
げ
る
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

一 

手
続
等
の
う
ち
、
申
請
等
に
係
る
事
項
に
虚
偽
が
な
い
か
ど
う
か
を
対
面
に
よ
り
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
許
可
証
そ
の
他
の
処
分
通
知
等
に
係
る
書
面
等
を
事
業
所
に
備
え
付
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け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
当
該
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
適
当
で
な

い
も
の
と
し
て
規
則
等
で
定
め
る
も
の 

 

二 

手
続
等
の
う
ち
、
当
該
手
続
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
又
は
前
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。)

 

（
添
付
書
面
等
の
省
略
） 

第
八
条 

申
請
等
を
す
る
者
に
係
る
住
民
票
の
写
し
、
登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
の
規
則
等
で
定

め
る
書
面
等
で
あ
っ
て
当
該
申
請
等
に
関
す
る
他
の
条
例
等
の
規
定
に
お
い
て
当
該
申
請
等
に

際
し
添
付
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
例
等
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
市
の
機
関
等
が
、
当
該
申
請
等
を
す
る
者
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
個

人
番
号
カ
ー
ド
の
利
用
そ
の
他
の
措
置
で
あ
っ
て
当
該
書
面
等
の
区
分
に
応
じ
規
則
等
で
定
め

る
も
の
に
よ
り
、
直
接
に
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
当
該
書
面
等
に
よ
り
確

認
す
べ
き
事
項
に
係
る
情
報
を
入
手
し
、
又
は
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
添
付
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
の
公
表
） 

第
九
条 

市
長
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
市
の
機

関
等
に
係
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知
等
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
情
報
通
信
技
術
を
活

用
し
た
行
政
の
推
進
に
関
す
る
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に

よ
り
随
時
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

等
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

市
の
機
関
等
に
係
る
手
続
等
に
お
い
て
、
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素

化
及
び
効
率
化
を
目
的
と
し
た
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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令和 7 年 6 月議会 総務財政委員会（資料） 

総務部 デジタル推進課 

議 案 
第５２号 

宇部市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例制定の件 

 

要 旨 

 

市の機関等（市、公営企業、指定管理者等）に係る手続等において、

関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を目的と

した情報通信技術の活用に関し必要な事項を定めるため、条例を制

定するもの 

概 要 

１ 主な内容  

(1)目的【第１条】 

市の機関等に係る手続等において、書面等によるものに加え、オン

ラインによる手続等を可能とすることにより、市民をはじめとし

た手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図り、市民生活の向上に寄与することを目的とするも

の。 

 

(2)電子情報処理組織による申請等【第３条】 

条例等により書面で行うこととされている申請等について、オン

ラインを使用する方法により行うことができるよう定めるもの。 

 

(3)電子情報処理組織による処分通知等【第４条】 

条例等により書面で行うこととされている処分通知等について、

オンラインを使用する方法により行うことができるよう定めるも

の。 

 

(4)電磁的記録による縦覧等【第５条】 

条例等で書面等により行うこととされている縦覧等について、コ

ンピュータ等を利用して作成した電磁的記録により行うことがで

きる旨を定めるもの。 

 

(5)電磁的記録による作成等【第６条】 

条例等で書面等により作成、又は保存することとされているもの

について、電磁的記録の作成、又は保存により行うことができる旨

を定めるもの。 

 



(6)適用除外【第７条】 

次に掲げる手続等については、本条例を適用せず個別条例等の規

定に基づき対応することを定めるもの。 

①手続等のうち、対面により確認する必要があるもの、許可証等そ

の他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があ

るもの及び電子情報処理組織を利用する方法により行うことが

適当でないものとして規則等で定めるもの。 

②手続等のうち、既に個別条例等の規定においてオンラインによ

る手続等が規定されているもの。 

 

(7)添付書面等の省略【第８条】 

申請等をする者の住民票の写しや登記事項証明書その他の規則等

で定める書面等で、個別条例等の規定において添付することが規

定されているものについては、申請等をする者がマイナンバーカ

ードの利用その他の措置であって規則等で定めるものを行うこと

により、市の機関等が添付する書面等の情報を入手し、又は参照で

きる場合には、添付を要しないことを定めるもの。 

 

２ 関係法令 

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

（平成１４年法律第１５１号）。 

 

 

施行日 

 

公布の日 

 



議
案
第
五
十
三
号 

 

宇
部
市
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
基
金
の
設
置
、
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
条
例
第
五
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
七
年
六
月
十
一
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

ふ
る
さ
と
応
援
基
金
は
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
寄

附
金
を
積
み
立
て
、
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基
金
に
編

入
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
個
人
が
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第

三
十
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た

都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
に
対
す
る
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
、
当
該
寄
附
金
に

つ
い
て
同
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

寄
附
金
税
額
控
除
を
適
用
す
る
制
度
を
い
う
。
）
に
よ
る
本
市
が
指
定
し
た
事
業
を
推
進
す

る
た
め
の
篤
志
者
の
指
定
寄
附
金
及
び
本
市
を
応
援
す
る
意
図
に
よ
り
申
出
の
あ
つ
た
使

途
を
指
定
し
な
い
篤
志
者
の
寄
附
金 

二 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
法
人
が
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）

第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連
す
る
寄

附
を
し
た
と
き
に
当
該
法
人
に
対
す
る
道
府
県
民
税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法

人
税
の
課
税
に
つ
い
て
特
例
を
適
用
す
る
制
度
を
い
う
。
）
に
よ
る
当
該
事
業
を
推
進
す
る

た
め
の
篤
志
者
の
指
定
寄
附
金 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
寄
附
金
の
有
効
活
用
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
寄
附

金
を
ふ
る
さ
と
応
援
基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
た
め
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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新 

（
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る
さ
と
応
援
基
金
） 
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ふ
る
さ
と
応
援
基
金
） 

第
十
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条 

ふ
る
さ
と
応
援
基
金
は
、
ふ
る
さ
と
納

税
制
度
に
お
い
て
本
市
が
指
定
し
た
事
業
を
推
進

す
る
た
め
の
篤
志
者
の
指
定
寄
附
金
及
び
本
市
を

応
援
す
る
意
図
に
よ
り
申
し
出
の
あ
つ
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附
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市
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り
に
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該
寄
附
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上
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て
、
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基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
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第
十
一
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ふ
る
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応
援
基
金
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、
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力
あ
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ま
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く
り
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る

寄
附
金
を
積
み
立
て
、
基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る

収
益
は
、
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基
金
に
編
入

す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
個
人
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地
方
税
法
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昭

和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
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第
三
十

七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
都
道
府

県
、
市
町
村
又
は
特
別
区
に
対
す
る
寄
附
金
を

支
出
し
た
場
合
に
、
当
該
寄
附
金
に
つ
い
て
同

法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
十
四

条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
寄
附
金
税
額
控

除
を
適
用
す
る
制
度
を
い
う
。
）
に
よ
る
本
市

が
指
定
し
た
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
篤
志
者

の
指
定
寄
附
金
及
び
本
市
を
応
援
す
る
意
図
に

よ
り
申
出
の
あ
つ
た
使
途
を
指
定
し
な
い
篤
志

者
の
寄
附
金 

二 

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
（
法
人
が
地
域

再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第

十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
寄
附
活
用
事
業
に
関
連
す
る
寄
附
を

し
た
と
き
に
当
該
法
人
に
対
す
る
道
府
県
民

税
、
事
業
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
法
人
税

の
課
税
に
つ
い
て
特
例
を
適
用
す
る
制
度
を
い

う
。
）
に
よ
る
当
該
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の

篤
志
者
の
指
定
寄
附
金 
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宇部市基金の設置、管理及び処分に関する条例中一部改正の件 

 

１．改正の趣旨及び背景  

本市の地方創生に向けた取組を推進するに当たり、企業版ふるさと納税に係る寄附

金の有効活用を図ることを目的として、当該寄附金をふるさと応援基金として積み立

てるため、所要の整備を行うものです。 

 

【企業版ふるさと納税制度とは】 

➢企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生の取組に対し、企

業が寄附を行った場合に、寄附額の最大９割を上限に法人関係税の軽減措置を受けら

れる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

【要件】 

※１回当たり１０万円以上の寄附が対象 

※本社が宇部市に所在する企業は本制度の対象外 

※寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止 

 

２．基金設置のメリット 

本制度では、原則、寄附をいただいた当該年度の地方創生プロジェクトに寄附金を

充てることとなっていますが、「ふるさと応援基金」に積み立てることで、翌年度以

降の事業にも寄附金を充てることが可能となることから、寄附金を柔軟かつ最大限に

活用することができます。また、企業が本市に寄附をしやすい環境を整える事にもな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

３．本市における取組状況について  

本市においては、法第５条第４項第２号に規定する地域再生計画として、国の認定

を受け、平成２９年度から企業版ふるさと納税を活用した取組を進めています。  

 

宇部市 

宇部市 



３．施行日 

 公布の日 

 

４．本市が取り組む地方創生プロジェクト 

企業版ふるさと納税を活用できる事業は、同計画に記載したものであり、現在、本

市が取り組む地方創生プロジェクトは以下のとおりです。 

地方創生プロジェクト 具体的な事業 

ア 結婚・妊娠・出産・子育ての希望を

かなえ、子どもの夢を育む教育を推進す

る事業 

・妊婦応援都市の推進 

・宇宙教育の推進 

・ＳＤＧｓを意識した特色ある教育の推進 

・常盤通りにぎわい交流拠点施設の整備 

・子どもの居場所づくりの推進 等 

イ 「稼ぐ力」を強化するとともに、安

心して働けるようにする事業 

・中小企業のイノベーション推進 

・経営の安定・革新に向けた支援 

・スマート農林水産業の推進 

・稼げる農産物の生産支援 

・成長産業の創出・育成 

・ＪＯＢフェア等の開催 等 

ウ 関係人口を増やし、新しいひとの流

れをつくる事業 

・東京圏等からの移住促進 

・奨学金返還支援制度の実施 

・シティプロモーションの推進 

・ＭＩＣＥ誘致の推進 

・ふるさと納税の推進 等 

エ ひとが集う、安心して暮らすことが

できる魅力的な地域をつくる事業 

・常盤通りにぎわい交流拠点施設の整備 

・まちなかのにぎわい創出 

・ＵＢＥ読書のまちづくりの推進 

・快適・安全な暮らしの確保 

・デジタルアーカイブや文化財を活用した文化振興 

・健康づくりの推進 

・地域内交通の導入促進 等 

オ 多様な人財の活躍を推進する事業 ・元気・安心・地域づくりの推進 

・学生が輝き活躍するまちづくり 

・若者の居場所事業 

・女性活躍の推進 等 

カ 新しい時代の流れを力にする事業 ・５Ｇ環境整備による新ビジネス創出の促進 

・スマートシティ宇部の推進 

・ＩＣＴ活用による地域医療の連携 

・次世代公共交通システムの構築 

・地域循環共生圏の推進 等 

 

５．寄附実績 

年度 寄附件数 寄附額 

平成２９年度 ２件 ６００,０００円 

平成３０年度 ０件 ０円 

令和元年度 ０件 ０円 

令和２年度 １件 １００,０００円 

令和３年度 ３件 ４,３００,０００円 

令和４年度 ５件 ２,５５０,０００円 

令和５年度 １８件 １５,２００,０００円 

令和６年度 １９件 ２０,３００,０００円 

合計 ４７件 ４３,０５０,０００円 



６．参考 

【企業版ふるさと納税とふるさと納税（個人版）の違い】 

 企業版ふるさと納税 ふるさと納税（個人版） 

目的 宇部市を応援したい、企業の地域

貢献 

宇部市を応援したい、個人の気

持ち 

寄附者 企業（寄附先は本社所在地以外） 個人（寄附先に制限なし） 

寄附使途 宇部市が取り組む地方創生プロ 

ジェクト 

寄附者の希望を尊重しつつ地方

公共団体が自由に活用 

返礼品 なし（経済的利益の供与は禁止） あり（市民への返礼品はなし） 

寄附額 １回１０万円以上 定めなし 

税額控除 法人住民税、法人税、法人事業税  所得税、住民税 

 


